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民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業

の実施を促進して、活力ある社会を実現するため、

公益法人制度改革３法（以下、「３法」という。）が

平成１８年６月２日に公布された。

３法とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（以下、「一般法」という。）」「公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下、「認

定法」という。）」「一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（以下、「整備法」という。）」のことで、

明治２９年に民法に［１］公益法人の規定がされて以来、

初めての改正である。

市町村も行政目的を達成するため、多くの公益法

人を設立している。公益法人制度改革への実際の対

応は公益法人自身が行うが、市町村も出資者として

の側面から公益法人制度改革への検討が求められる。

なぜなら、税金を原資に出資し、行政目的を達成す

る手段として設立した公益法人の行方の問題である。

無関心な状態では済まない。しかし、公益法人制度

改革を取り上げた報告や論文等に、市町村の視点か

ら検討を行っているものはほとんどない現状にある。

そこで、本稿では市町村が出資し設立した［２］財団

法人について、今回の制度改革に市町村がどういっ

た姿勢で対応を行う必要があるかを検討する。検討

にあたっては、まず財団法人について整理を試みる。

そして今回の公益法人改革の背景や改正点などを分

析し、そのうえで課題の抽出を試みる。

なお、本稿の内容は全て個人的な見解であり、所

属市及び所属部署の見解ではないことを申しそえた

上で、論を進めて行きたい。

民法第３４条では、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教

その他［３］公益に関する社団又は財団で営利を目的と

しないものは、主務官庁の許可を得て、法人とする

ことができると定められている。財団法人は民法の

規定に基づき設立される公益法人である。公益法人

の中でも、特に［４］財団法人は、公益目的のために拠

出された財産に法人格を与え設立される。この財団

法人存立の基本となる財産を基本財産といい、その

財産の運用益によって［５］非営利で公益事業を行うこ

とを財団法人は原則としている。

設立には、設立者による財産の拠出が必要であり、

そのことを「出捐
しゅつえん

」という。出捐はあくまでも「寄

付」である。寄付とは、一般的には、「［６］公共事業

または社寺などに金銭・物品を贈ること」をいう。

財団法人は、ある主体が一定の目的のため提供・寄

付した財産に法律上の人格を与え、それが独立した

権利義務の主体となるようにしたものである。

財団設立の目的で財産を寄付することを寄附行為

というが、寄附行為という言葉は別の意味でも用い

られる。それは、財団法人の組織及び運営を定めた

根本規則又はその書面のことで、一般的にはこの書
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面としての寄附行為のことをいう場合が多く、社団

法人の定款にあたるものである。

寄附行為に記載する内容は、民法第３９条で「目的、

名称、事務所の所在地、資産に関する規定、理事の

任免に関する規定」の５項目が必要的記載事項とな

っている。このほかに寄附行為に記載するかしない

かが、自由に任されている任意的記載事項として、

監事、理事会、事務局、会計、寄附行為の変更、［７］

解散、［８］残余財産の処分等に関する事項がある。

この寄附行為に基づいて理事が選任され、法人の

目的の実現に必要な事業を行い、法人の財産の管理

運営にあたる。出捐した寄付者の権限は、寄附行為

を作成するところまでで、法人運営にまでは及ばな

いとされている。それは、寄付という行為の性質上、

金品等を贈った後に実質的な権利を伴わないからで

ある。設立後は、寄附行為により選任された理事に

権限が与えられる。

財団法人の設立は、市町村だけに認められている

ものではなく、主務官庁の許可があれば、個人でも

企業でも財団法人を設立できる。市町村が基本財産

を出資し設立した財団法人を外郭団体と呼び、市町

村と一体となり公益を支える。

ただし、元は税金とはいえ、市町村が基本財産と

して出捐した寄付についても、先に述べたように、

設立時に定める寄附行為で目的や理事選任方法等を

明確にするところまでが意思の及ぶ範囲で、その後

は寄附行為に基づいて選任された理事が出資者から

独立して財産の管理運営、財団法人の設立目的の実

現に向けた事業実施をすることになり、設立以降直

接市町村の意思を及ぼすことができない。

では、出資した市町村と出資を受けた財団法人と

の間に、どのような関係が出てくるのであろうか。

市町村が出捐するためには、地方自治法２３７条２項の

規定により議会の議決が必要となる。さらに、議決

を得て出資した出捐金は、［９］地方自治法２３８条１項

７号の規定により「出資による権利」として公有財

産として管理することになる。ただし、出資による

権利は、同施行規則１６条の２により、財産台帳に記

載し記録・保存するとされているだけであり、出捐

により何ら個別具体的な財産的権利はないとされて

いる。あくまで、市町村が出資する場合の原資は税

であり、その出資状況を台帳上で管理するため地方

自治法で定められている。

その他の項目も含め、地方自治法に出資法人との

関係がある規定について、別表１で整理した。これ

らの規定は、財団法人だけでなく、市町村が出資し

ている法人全てにあてはまる。原資が税であっても、

市町村の意思を財団法人に対して及ぼすことはでき

ないが、これら地方自治法の規定により、実質的に

は「出資による権利」以上の意思を働かせることが

できる。例えば、理事・監事等を財団法人に送り込

むことや監査での指導、あるいは予算調査権等を通

じ、間接的に法人運営上の発言権を持っているとい

う側面もあり、個人あるいは法人が出資した場合以

上の権利が認められている。

財団法人は設置目的を達成することをミッション

として設立された法人である。ミッションがなくな

れば当然、解散することを前提にしており、そのた

め自由裁量の範囲とはいえ、寄附行為で解散につい

て定める場合が多い。ただし、解散についての決定

を行うのは、財団法人側であり、市町村が強制でき

るものではない。また、出捐（寄付）という性質上、

基本財産に出資した資金の返還を直接的に求めるこ

ともできない。

では、財団法人のおかれている現状はどのような

ものか。今、公益法人は大きな転機にたっている。

「公益法人ビックバン」といわれる３つの大改革が同

時に進んでいるからである。３つの改革とは、［１０］約

２０年ぶりの改定になる公益法人会計基準の見直しと

１１０年ぶりとなる民法の改正に伴う３法の公布と［１１］

約６０年ぶりとなる非営利法人税制の見直しである。

公益法人改革が正式に議論の中に登場するのは、

平成１２年１２月１日に閣議決定された行政改革大綱

（以下、「１２年大綱」という。）である。１２年大綱は

［１２］ＫＳＤ事件と時をほぼ同じくして出てきたことに

なる。ＫＳＤ事件が発覚し公益法人等を含む特殊法

人と政治家、あるいは主務官庁との癒着が取りざた

公益法人改革の背景と概要
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され、公益法人改革の必要性が強くいわれた。その

ことを１２年大綱は如実に反映している。

公益法人改革の流れと内容について別表２をもと

に見ていくと、１２年大綱の中で公益法人改革は、「［１３］

５　公益法人に対する行政の関与の在り方の改革」

として、その問題を提起されている。その後、別表

２のとおり、１２年大綱に基づき行政から公益法人へ

の委託等に関する業務の総点検が行われている。３

つの改革の入り口は、ＫＳＤ事件等で失墜した公益

法人への信頼回復であり、［１４］不祥事の撲滅といった

ことであった。

しかし、このことだけで背景を片付けるのは充分

ではない。ここで、公益法人改革が行政と公益法人

との関係にとどまらず、３法の公布により、公益法

人制度の抜本的な改革に結実した要因として、平成

１０年のＮＰＯ法（特定非営利活動推進法）の制定・

施行は見逃せない。さらに、阪神大震災を契機とし

たボランティア活動や市民活動への関心の高まりが、

平成１３年４月の小泉内閣の登場で公共の担い手に対

する考えを大きく変えることになる。官から民へと

いう流れが公益法人制度改革も加速させることにな

り、別表２のとおり平成１４年３月２９日に「［１５］公益法

人制度の抜本的改革に向けた取組み」が閣議決定さ

れ、政府においても抜本的な改革に着手することと

なる。システムとして、積極的に民間非営利活動を

位置づけ、諸制度の抜本的な見直しに言及し、単な

る不祥事の撲滅といった視点から脱却し、公益法人

制度そのものの議論が遡上にのぼることになった。

また、最近の行政出資法人の破綻による公的資金

での補填などが続き、出資法人の経営状況を明らか

にする必要性の高まりも背景にある。

以上のとおり、不祥事から始まった公益法人改革

は、国会の付帯決議にもある「行政改革を進める上

で、『民間が担う公益』の重要性がますます増大し、

その担い手である非営利法人の役割が今後の我が国

の社会を活力あるものとするには不可欠である」と

いう［１６］背景で進んでいるという認識で、市町村とし

ても捉えていく必要がある。

では、３つの大改革の具体的な内容について検証

してみる。会計基準であるが、平成１８年４月以降速

やかに新会計基準への移行が求められている。今回

の会計基準の改正の目的としては、国際的な調和を

図ること、企業会計の考え方を大幅に入れることに

より経営状況を把握すること、市民（納税者）に理

解しやすい仕組みにすることにある。ここにも、不

正の撲滅や透明性の確保、破綻を未然に防ぎたいと

の背景に応じた対策が盛り込まれている。

民間非営利活動を活性化させたいとの思いは、も

う一つの見直しが進められている［１７］税制改正の議論

にも反映されている。それは、寄付金優遇制度が拡

充の方向にあることだ。これまで基準がきつく、ほ

とんどの公益法人が寄付税制の［１８］優遇を受けられな

かったことを考えると大きな進歩である。また、現

行税制上、収益事業と公益事業の分類が実際に即し

ていないとの批判があり、その検討も行われること

になっている。

さらに、民法改正による、民間が担う公益の実現

を目指した、［１９］公益法人制度改革３法である。３法

が施行されれば、各監督官庁の許可制が廃止され、

剰余金の分配を目的としない法人であれば準拠主義

（登記）で法人を設立できるようになる。ここで認め

られた法人を「一般社団法人」「一般財団法人」とい

う。これら「一般」とつく法人は、公益性の有無を

問われずに設立できる。逆にいうと、「一般」とつく

名の法人は公益性がないということである。公益性

があると認められた法人を、「一般」と区別するた

め、［２０］「公益社団法人」「公益財団法人」と呼ぶこと

とし、「公益」を名乗るのは、認定を受けた公益法人

のみに認められることになる。その認定機関として、

内閣府に設置される［２１］第三者機関「公益認定等委員

会」が、公益性の認定や取り消しの判断をする。

一般法は３４４条からなり、剰余金の分配を目的と

しない社団または財団を設立する場合の機関、定款

等について定めている。今後、新たに一般社団・財

団法人の認可を得る場合も、既存の社団・財団法人

が５年の移行期間内に一般社団・財団法人の認可を

得る場合でも、この法の要件を満たすことが条件と

なる。認定法は６６条からなり、一般社団・財団法人

の認可を受けた法人のうち、公益性の有無を判定す

る［２２］基準等を定めている。これまでは、社団法人や
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財団法人の設立の許可や監督を主務官庁の裁量によ

り行うこととしていた制度を大幅に改めたものであ

る。この法で認定された法人が、先ほど述べた「公

益社団法人・公益財団法人」である。整備法は１２１

条からなり、一般法および認定法の施行に伴う、民

法その他の関連法の整備等に関するものである。既

存の公益法人が、法施行までの準備期間と法施行か

ら移行期間中の取り扱いについて定めている。整備

法により、現行の民法３４条に基づき設立された公益

法人は、平成２０年の新制度施行日から、「特例社団法

人」または「特例財団法人」（総称して「特例民法法

人」という）と呼び、そのまま存続することになる。

特例民法法人は、移行期間と定められた５年後の平

成２５年までは「社団法人」「財団法人」という名称を

引き続き使用でき、［２３］平成２５年までに、一般社団・

財団の認可または公益社団・財団の認定を受けるこ

とになる。

ここまで見てきたとおり、財団法人を含めた公益

法人はいやがうえにも、公益法人制度改革への対応

を行うことになる。最後に、市町村が対応を検討す

るにあたっての視点として、２つのポイントを指摘

したい。１つは、出資という点に着目すること、も

う１つは制度改革の意図に着目するということであ

る。

まず、出資という点である。寄付者が財団運営に

対して権限を有していない以上、公益法人制度改革

への対応も、一義的には財団法人の意思決定に委ね

るしかない。財団法人は、自らの意思で、公益財団

法人に移行する申請をするか、一般財団法人に移行

する申請をするかを選択することになる。仮に、一

般財団法人に移行する選択をした場合にどう考えた

らいいのか。また、公益財団法人に認定されない場

合、どのように考えたらいいのか。筆者は、市町村

にとっては、出資をして設立した財団法人が、公益

財団法人でなければ存在意義を失っているといえる

のではないかと考えている。

仮に、一般財団法人への道を選ぶ、あるいは公益

財団法人に認定をされない財団法人は、公益性が認

められなくなった以上、民法に規定される解散事由

である「法人の目的である事業の成功又はその成功

の不能」ということをいえると思う。もちろん、現

行法の適用を受けるわけではないが、今回の制度改

革は［２４］公益性を重視している。税金の出資の適否と

考えあわせると、決して一般財団法人を認めること

はできない。一般財団法人に認可された団体には、

解散を勧告すべきである。もちろん、既存の財団法

人には、公益事業・収益事業は別にして、事業を実

施している。事業がある以上、組織の存続を否定す

るものではないので、公益性を失っているなら、［２５］

法人形態を変えて、新たな法人として再出発を目指

すのもよい。いずれの選択でも、市町村としては、

公益財団法人にならなかった出資財団法人に解散を

求め、残余財産の処分にあたって、財団法人から市

町村に寄付を求めるべきである。決して、強制でき

ることではなく、財団法人が意思決定するべきこと

ではあるが、出資の観点から市町村は、その時点で

財団法人に対して、公益財団法人を目指すように働

きかける、もしくは法人形態の転換を働きかけるな

どの対応が必要である。

もし、一般財団法人になった場合、税で出資した

基本財産が市町村の意思（設立時に定めた公益目的）

に反した使い方がされるかもしれない。制度的に、

３法の中でも、公益目的に出捐された財産は、公益

目的以外に使うことを許さないための措置が講じら

れている。仮に一般財団に認可されれば、公益法人

時点での財産、すなわち公益目的で取得した財産に

ついては、１０年以内に公益目的で使用する計画を作

成し、使わなくてはならない規定になっている。こ

の財産に含まれるものは、現時点では明確にされて

いないが、基本財産はその典型であり、基本財産を

公益目的に使用することは義務付けられることにな

るだろう。この使用計画を作成するのも、事業を実

施するのも財団法人である。ここでも市町村に使用

方法を強制する権限はない。働きかけだけである。

出資した出捐金が出資目的以外に使われることのな

いためにも、税に対する責任を果たすためにも、公

益財団法人への移行を、財団法人とともに目指すべ

これからの公益法人と市町村との課題
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きである。

もう１つの制度改革の意図という点についてであ

る。今回の公益法人制度改革の主目的は、非営利活

動の活性化にある。法的には、３法とＮＰＯ法との

整理は先延ばしされているとはいえ、市場開放の流

れや外郭団体への批判についてもしっかりと目を向

けた上で、市町村としては、どういったサービスを

どういった体制で行っていくかという、あるべき姿

をしっかり見据えた上で、公益法人改革に臨まなく

てはならない。

行政を取り巻く厳しい環境の中、市町村は外郭団

体との関係見直しを図っていくことになる。国から

は、行政改革大綱の見直しと集中改革プランの公表

を求められているが、その中で第３セクターの抜本

的な見直しを強く求められている。また、それ以上

に現在の社会情勢を考えると、外郭団体の自立は時

代の要請でもある。

また、市町村出資の財団法人は、そのほとんどが、

行政補完型の法人であるといえる。それらを性質的に

大別すると２つにわけることができる。一つは、［２６］

公の施設の管理を行うことを任務としている法人で

あり、もう一つは事業を実施する法人である。前者

と後者では、少しおかれている現状は異なる。前者

は、指定管理者制度の創設により、公共的団体でな

くても、公の施設の管理をすることができるように

なり、公の施設を管理運営することを目的に掲げて

いる公益法人の存在意義が問われている。既に、指

定管理者選定で民間企業に敗れ、［２７］解散を余儀なく

された公益法人も存在している。後者でも、［２８］外郭

団体の見直しは各地で始まっている。これらの動き

は、公共を担う主体の広がりや、官から民への流れ

にほかならない。

筆者は、これらの状況に財団法人が置かれている

ことは必然であると考えている。市町村には、まず

財団法人の活動領域が今も存在するかを公益性の観

点から［２９］検証する必要がある。存在理由が財団法人

で働く人達の雇用を守るという理論だけでは、決し

て住民の理解は得られない。しっかりと検証し、政

策推進に必要だと認めることのできる財団法人で、

公益財団法人に認定された公益法人に対しては、市

町村とともに公益を担うものとして［３０］明確に位置づ

けをすべきである。もちろん、このことは外郭団体

として、市町村の傘の下に安穏と過ごすことができ

る状態をつくることを意味しない。公益財団法人に

認定されることで、これまでの単なる行政補完的な

機能しかない財団法人ではなく、公益財団法人自身

のミッションを主体的に達成させる市町村から自立

した法人を目指すことで、大きな存在意義ある組織

となる。市町村が出資し設立した公益財団法人であ

れば、市民サービス向上を市町村だけでなく、［３１］市

民とのパートナーシップに基づき進めていくことが、

設置時のミッションにも合致するはずである。市民

に支持される公益財団法人となることを求めること

が、公益財団法人の生き残りというだけではなく、

非営利活動の活性化につながり、ひいては豊かな地

域社会の充実につながるはずである。

公益認定委員会の認定の始まるのは、平成２０年か

らである。しかし、財団法人がどのような道を歩む

かの検討は、すでに始まっている。市町村としても、

どのようなスタンスで、外郭団体である財団法人が

検討するかは重要な問題である。また、市町村の外

郭団体の窓口担当だけではなく、様々な部署に関係

してくる問題になると思われる。平成２０年まで２年

しかない。一刻も早い検討が求められる。

（追記）

公益法人制度改革は、日々検討が進められている

旬のテーマであり、刻一刻、状況は動いている。し

かし、本稿は平成１８年７月末に記したものであるた

め、現時点で加筆すべき事項が多く発生している。

例えば、第三者機関である「公益認定等委員会」

の検討状況などが刻々と情報として入ってきている。

また、新聞各社の報道によると、滋賀県栗東市の栗

東芸術文化会館「さきら」の指定管理者制度導入に

伴う雇用問題で、滋賀県労働委員会は１０月３１日、国

松正一栗東市長に対し、「元管理団体の財団法人栗東

市文化体育振興事業団の労働組合との団体交渉を拒

否したことは不当労働行為にあたるとして、労組に

謝罪するよう命じた」とのことである。県労働委員

会が、市と事業団職員との間に直接的な雇用関係は
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認められないとしながらも「市は事業団に大きな影

響力を及ぼしている」との見解を示したことは、今

後の市町村と出資公益法人との関係を考える上でも

重要な判断である。

県労働委員会の下した判断の詳細は、現在のとこ

ろ明らかでないが、この事例に代表されるような、

日々変わっていく状況については、特に加筆修正を

行っていない。市町村はこれらの動きを敏感にキャ

ッチしなければならない旨を申しそえておきたい。

注　釈

［１］広義の公益法人として、私立学校法、社会福祉

事業法、宗教法人法、医療法などに基づいて設

立された法人を含む場合もある。本稿では、民

法により設立された財団法人、社団法人を公益

法人として狭義の意味で用いている。

［２］本稿では、市町村での検討を出資という点に焦

点をあてる意味で、財団法人に限定して論を展

開する。

［３］公益とは、積極的に不特定多数のものの利益の

実現を目的とするものでなくてはならない。営

利を目的としないとは、法人関係者（役職員、

会員、寄付者等）に法人の利益を分配したり、

財産を還元しないということである。

［４］以下の財団法人の解説は、財団法人公益法人協

会のホームページの用語解説を参考にしている。

［５］現行制度では、財団法人は全て公益目的を持っ

て設立を主務官庁から許可される。しかし、許

可後のチェックがないため、公益目的達成のミ

ッションが薄らいでいる財団法人も存在してい

る事実も指摘されている。また、収益事業の割

合が大きくなっている財団法人が存在するとい

われている。

［６］広辞苑より

［７］民法６８条では財団解散事由として４つをあげて

いる。①寄附行為で定めた解散事由の発生②法

人の目的である事業の成功又はその成功の不能

③破産手続開始の決定④設立の許可の取消しが

それである。

［８］残余財産の処分については、同種の事業を行う

公益法人や市町村に寄付することによってのみ

処分できるとされている。寄附行為に、処分方

法を明記している場合もある。

［９］出資による権利は、昭和３８年６月８日に規定さ

れた。

［１０］これまでの基準は昭和６２年４月から実施されて

いるものであった。

［１１］公益法人の税法上の収益事業課税制度は、昭和

２５年から始まった。現在の税率は、普通法人

３０％に対し、公益法人２２％である。

［１２］旧ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団によ

る汚職事件。

［１３］中身を見てみると、（１）委託等、推薦等に係

る事務・事業の見直し（２）財政負担の縮減・

合理化として取り上げられており、ＫＳＤ事件

への対応と考えられる。

［１４］平成１４年３月２９日閣議決定「公益法人に対する

行政の関与の在り方の改革実施計画」によっ

て、行政委託型法人についての見直しの議論は

一旦結実した。別表２を参照いただきたい。

［１５］この中で、「最近の社会・経済情勢の進展を踏

まえ、民間非営利活動を社会・経済システムの

中で積極的に位置付けるとともに、公益法人に

ついて指摘される諸問題に適切に対処する観点

から、公益法人制度について、関連制度（ＮＰ

Ｏ、中間法人、公益信託、税制等）を含め抜本

的かつ体系的な見直しを行う。」とされている。

［１６］再度、別表２を参照いただきたい。検討の過程

で、論点・課題を整理し、公表したうえで、公

益法人関係者を含む有識者等のヒアリング・議

論を経て、国民の意見も踏まえて制度改革は行

われた。公益の担い手となる者の意見を取り入

れながら制度改革がまとまっていった状況をご

理解いただけるであろう。

［１７］多くの識者も指摘しているが、公益法人制度改

革と一体で議論をすべきであった。先延ばしさ

れた税制についての税制調査会等の議論で、税

制優遇の一方で、収益事業課税が強化される可

能性が示されている。今後の議論の推移に、注

目しておく必要がある。
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［１８］特定公益増進法人として指定された公益法人等

に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、

同額までの損金算入が認められる。しかし、実

際指定されているのは、財務省の報告による

と、平成１８年４月１日現在８９１法人である。

［１９］実際、３法を見るだけでは、詳細までは見えて

こない。今後制定される政省令に委ねられた

個々の取り決めが見えてきて、初めて制度の詳

細が明らかになるため、国レベルでの検討が進

められることになる。ただし、改正の大枠が見

えたことは確かである。

［２０］「公益」と名乗ることのできる公益法人が、先の

寄付金税制等を受けることができることになる。

［２１］平成１９年中に発足するこの委員会の役割は大き

い。監督官庁との癒着等、過去の負の遺産を継

承することのないようしっかり役割を果たす必

要がある。そのポイントは透明性の確保であろ

う。納得性の高い委員選定、情報の開示等が求

められる。なお、都道府県にも同様の機関が設

置される。

［２２］基準については、認定法５条に１８の要件が定

められている。

［２３］移行期間満了日が過ぎても公益性の認定や一般

の認可を受けない場合は、解散することになる。

［２４］これまでの民法下では法人設立と公益性の認

定はセットでされていたが、今回の制度改正

では法人設立を準拠主義で認め、公益性と切

り離し別の基準（認定法）で認定するという

やり方に変わる。これは、公益性を厳密に取

り扱うための措置である。

［２５］この場合、財団法人としては解散し、株式会社

やＮＰＯ法人になることである。

［２６］公の施設でも、文化施設のように施設の管理を

行うだけではなく事業をセットで行う法人もあ

れば、駐車場のように事業を実施しないで施設

管理だけを行う法人もある。

［２７］文化施設を管理運営し、財団改革の先駆者とし

て注目を集めていた葛飾区文化国際振興財団

も、指定管理者制度者選定に敗れ、平成１８年３

月末をもって解散している。

［２８］長野県をはじめ各地で、独自に外部の委員をい

れた外郭団体の見直しを行っている。

［２９］仮に、非営利での活動よりも収益事業の割合が

大きくなっている財団法人も、別の法人（例え

ば、株式会社等）への転換を進めるべきである。

［３０］例えば、文化施設について、市町村ごとのミッ

ションに違いはあったとしても、筆者は政策推

進上、公益性の重視が必要であると考えてい

る。仮に、公益財団法人が指定管理者として管

理代行を行っているような場合は、非公募で随

意指定の選定をし、継続した文化振興を担当さ

せるなどの方法で位置づけを明確にする必要が

あると考える。なお、文化施設の指定管理者制

度の考え方については、小林真理編著『指定管

理者制度－文化的公共性を支えるのは誰か－』

時事通信出版局、平成１８年７月を参照いただき

たい。筆者は９章「指定管理者制度を利用した

芸術文化政策の実現」を担当しており、その拙

稿の中で、指定管理者の選定や評価についての

見解を明らかにしている。

［３１］寄付税制の改正により、市民に支持される財団

法人は寄付を多く集めることも可能となるはず

で、パブリックサポートテストという考え方も

あり、公益を担うにふさわしい法人として認知

されるはずである。
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別表２　公益法人制度改革の検討経過
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